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公売公告兼見積価額公告

　

地方税法 （昭和 ２

　

５ 年 法 律 第 ２

　

２

　

６号） 第 ３

　

７

　

３ 条第 ７項及び同

法第 ３

　

３ １条第 ６ 項の規定によりその例によることとされる国税徴

収法 （昭和 ３

　

４ 年法律第１ ４

　

７ 号） 第 ９

　

５ 条及び同法第 ９

　

９ 条の規

定により次のとおり差押財産の公売及び見積価額を公告 しま す。
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公売の日時 公売の開始及

び締切の日時

令和８年５月

　

１日 （金）

　　

９時００分

　

から

令和８年５月１４日 （木）

　

１７時００分

　

まで

公売の場所 東京国税局

公売の方法 期間入札 （公売公告別紙２に記載する売却区分ごとに売

却する。）

公売保証金の納付期限 令和８年５月１２日 （火）

　

１７時００分

必要書類の提出期限 令和８年５月１４日 （木）

　

１７時００分

開札の日時 令和８年５月１９日 （火）

　

１０時００分

開札の場所 東京国税局

売却決定の日時 令和８年６月

　

３日 （水）

　

１０時００分

売却決定の場所 柏市役所

買受代金の納付期限 令和８年６月

　

３日 （水）

　

１５時００分

権利移転の時期 買受代金の全額を納付した時です。

ただし， 所有権の移転について登録， 許可， 承認を必要

とする場合があります。

危険負担移転の時期 買受代金の全額を納付した時です。

権利移転に伴う費用 公売による権利移転に伴う費用は， 買受人の負担となり

ま す。

　　　　　　　　　

，



公売財産上の質権者抵当権

者等の権利の内容の申し出

公売財産上に質権， 抵当権， 先取特権， 留置権その

他公売財産の売却代金から配当を受けることができ

る権利を有する者は， 売却決定の日の前日までに，

債権現在額申立書により， その内容を申し出てくだ

さい。

債権現在額申立書は， 柏市
‐財政部

　

収納課

　

特別

整理担当に，あります。

買受人の資格

その他の要件

　

ノ

国税徴収法第９２条又は同法第１０８条に抵触しな

い 者。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

その他公売条件等 公売公告別紙１のとおり

柏市ホームページにも掲載してあります。

公売財産の表示 公売公告別紙２のとおり

柏市ホームページにも掲載してあります。公売保証金

見積価額

注、 次順位 買受申込者に売却決定をする場合は， 売却決定の日時，

一

　

買受代金の額及び買受代金の納付の期限が異なることがありま

す 。
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